
６介第 1107号 

令和７年（2025 年）３月５日 

 
介護サービス事業者の長 様   

 
長野県健康福祉部介護支援課長  

 
 

令和７年度認知症介護指導者養成研修受講者の募集について（通知） 
 
 平素、長野県の福祉行政につきまして、格別な御理解、御協力をいただき厚く御礼申し上げます。 

さて、標記研修について、社会福祉法人仁至会認知症介護研究・研修大府センター長から募集通

知がありました。 
つきましては、貴所における認知症介護実践リーダー研修修了者に対し、別添「令和７年度認知

症介護指導者養成研修受講者の募集について（通知）」についてご周知いただき、研修受講を希望す

る場合は、下記により書類の提出をお願いします。 
 

記 
 
１  研修内容及び受講者の要件等 
  別添「令和７年度長野県認知症介護指導者養成研修の実施について」及び「令和７年度長野県

認知症介護指導者養成事業実施要綱」（以下「実施要綱」という。）のとおり 
（詳細参照：「令和７年度認知症介護研究・研修大府センター認知症介護指導者養成研修受講者

募集要項」） 

２  提出書類 
  【県推薦枠】実施要綱 ３（１）ア（キ）に定める書類 
  【事業所推薦枠】実施要綱 ３（１）イ（カ）に定める書類 

３ 提出方法 
  長野県健康福祉部介護支援課あて郵送または持参による 

（〒380-8570 長野市大字南長野字幅下 692-2） 

４  提出期限 
  別添「令和７年度長野県認知症介護指導者養成研修の実施について」のとおり 

５ その他 
  事業所推薦枠で受講決定を受けた者の受講料等研修に係るすべての費用は、各事業所等での負

担となりますので、ご承知おき願います。 
 

（問合せ先） 

担 当 介護支援課計画係 小林（志）、蓮沼 

電 話 026-235-7111（直通） 

ﾌｧｸｼﾐﾘ 026-235-7394 

E-mail  kaigo-keikaku@pref.nagano.lg.jp 

別紙１

mailto:kaigo-keikaku@pref.nagano.lg.jp


６介第 1107 号 

令和７年(2025 年)３月５日 

認知症介護実践リーダー研修修了者 様 

 長野県健康福祉部介護支援課長   

 

令和７年度認知症介護指導者養成研修受講者の募集について（通知） 

 

平素、長野県の福祉行政につきまして、格別な御理解、御協力をいただき厚く御礼申し上げます。 

 さて、標記研修について、社会福祉法人仁至会認知症介護研究・研修大府センター長から募集通知が

ありました。 

つきましては、県推薦枠及び事業所推薦枠の受講希望者を募集しますので、受講を希望する場合は、

下記により当課あてに所定の書類を提出してください。 

記 

１ 研修内容及び受講者の要件等 

  別添「令和７年度長野県認知症介護指導者養成研修の実施について」及び「令和７年度長野県認知

症介護指導者養成事業実施要綱」（以下「実施要綱」という。）のとおり 

２ 提出書類 

  【県推薦枠】実施要綱 ３（１）ア（キ）に定める書類 

  【事業所推薦枠】実施要綱３（１）イ（カ）に定める書類 

３ 提出方法 

  長野県健康福祉部介護支援課あて郵送または持参による 

（〒380-8570 長野市大字南長野字幅下 692-2） 

４ 提出期限  

  別添「令和７年度長野県認知症介護指導者養成研修の実施について」のとおり 

５ その他 

 (1) 受講者の決定について 

  ア 県推薦枠については、実施要綱に基づき推薦者を決定します。 

イ 県推薦枠及び事業所推薦枠にて申込みを行った後、認知症介護研究・研修大府センターが実践

事例報告を考査し、最終的に受講可否が決定します。 

 (2) 受講申込に当たっての留意事項について 

本研修修了後は、県が実施する認知症介護実践者等養成研修を企画・立案し、講師として従事す

ることを前提とするため、予め所属長と相談の上、申込みを行ってください。 

 

(3) 受講希望の事前連絡について 

受講希望者を把握したいため、提出書類作成前に下記担当あてに事前連絡をお願いします。 

 

 （問合せ先） 

担 当 介護支援課計画係 小林（志）、蓮沼 

電 話 026-235-7111（直通） 

ﾌｧｸｼﾐﾘ 026-235-7394 

E-mail  kaigo-keikaku@pref.nagano.lg.jp 

mailto:kaigo-keikaku@pref.nagano.lg.jp


別添 

令和７年度長野県認知症介護指導者養成研修の実施について 

 

１ 研修内容 

  認知症介護に関する専門的な知識及び技術、高齢介護実務者に対する研修プログラム作成方法、

教育技術並びに地域ケアの推進方法の取得を目指し実施する。 

２ 研修日程及び申込期限 

 
前期 

職場研修 

(オンラインによる同時

双方向の研修を含む) 

後期 
申込期限 ※必着 

県推薦枠 事業所推薦枠 

第
１
回 

令和７年 

６月９日（月） 

～６月 20 日(金) 

令和７年 

６月 23 日（月） 

～８月１日(金) 

令和７年 

８月４日（月） 

～８月８日(金) 

対象外 
令和７年 

４月 11 日(金) 

第
２
回 

令和７年 

９月８日（月） 

～９月 18 日(金) 

令和７年 

９月 22 日（月） 

～10 月 31 日(金) 

令和７年 

11 月３日（月） 

～11 月７日(金) 
令和７年 

５月 18 日(金) 

令和７年 

６月 18 日(水) 
第
３
回 

令和７年 

12 月８日（月） 

～12 月 19 日（金） 

令和７年 

12 月 22 日（月） 

～令和８年 

2 月６日（金） 

令和８年 

２月９日（月） 

～２月 13 日（金） 

３ 受講対象者 

  以下の①～⑤の要件をすべて満たしていること。 

  ①認知症介護実践リーダー研修修了者であること。 

  ②医師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉

士、言語聴覚士又は精神保健福祉士のいずれかの資格を有する者又はこれに準ずる者。 

  ③介護保険事業所等で現に介護業務に従事している者又は過去に従事していた者であり、概ね５

年以上の介護実務経験を有する者。 

  ④長野県の認知症介護実践者等養成研修の企画及び立案に参画し、講師を担当する認知症介護研

修企画懇話会構成員としての活動が可能な者。 

  ⑤長野県において地域ケアを推進する役割を担うことが可能な者。 

４ 費用負担 

  受講料 230,000 円、その他宿泊費等 

  【県推薦枠】 

受講料及び宿泊費を長野県の旅費規程に基づいて県が負担します。交通費や食費等は受講者負担

となりますのでご留意ください。 

【事業所推薦枠】  

受講料等研修に係る費用は、各事業所等での負担となりますのでご承知おき願います。 

５ 研修会場 

  社会福祉法人 仁至会 認知症介護研究・研修大府センター 

  （〒474-0037 愛知県大府市半月町三丁目 294 番地） 

 

※その他詳細は「実施要綱」「募集要項」を確認して下さい。 



６ 高 第 3 9 4 4号

令和７年３月12日

介護保険サービス事業者 様

長野市長 荻 原 健 司

（保健福祉部高齢者活躍支援課担当）

令和７年度介護職員等処遇改善加算に係る処遇改善計画書の提出について（通知）

日頃から、適切な介護サービスの提供に御尽力いただき、感謝申し上げます。

令和７年度に介護職員等処遇改善加算を算定しようとする介護サービス事業者については、厚生

労働大臣が定める基準（平成27年厚生労働省告示第95号）に定める介護職員等処遇改善加算処遇改

善計画書を作成し、届け出る必要があります。

つきましては、「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例

の提示について（令和７年度分）」（令和７年２月７日付け老発0207第５号厚生労働省老健局長通

知）に基づき、下記により計画書を提出してください。

なお、前年度から当該加算を算定している場合であっても、計画書は毎年度提出する必要があり

ますのでご注意ください。

計画書は「（長野県版）長野県介護人材確保・職場環境改善等事業補助金及び介護職員等処遇改

善加算の共通様式」を使用してください。（当該様式を使用することにより、長野県へ提出いただ

く「長野県介護人材確保・職場環境改善等事業補助金」の計画書様式として使用いただけます。）

記

１ 提出書類

【共 通】

（1）「（長野県版）長野県介護人材確保・職場環境改善等事業補助金及び介護職員等処遇改善加算

の共通様式」

① 「介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書（令和７年度）」（別紙様式２－１）

② 「処遇改善加算 個票」（別紙様式２－２）

※様式は補助金と加算が一体のデータとなっています。Excelデータを提出いただく場合は、補

助金部分も含めて提出してください。

【令和７年４・５月に新たに加算を算定する場合等の追加書類】

（2）「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」

（サービス種類に応じ、別紙２、別紙３－２、別紙50のいずれか）

（3）「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」

（サービス種類に応じ、別紙１－１－２、別紙１－２－２、別紙１－３－２、

別紙１－４－２のいずれか）

２ 提出部数

各１部

３ 提出期限

（1）令和６年度より引きつづき加算を算定する場合

別紙２



・上記１(1)：令和７年４月15日（火）必着

(2) 令和７年４・５月から新たに加算を算定する場合

・上記１(1)：令和７年４月15日（火）必着

・上記１(2)・(3)：令和７年４月１日（火）必着

(3) 令和７年６月以降新規に算定を開始する場合

・上記１(1)：加算算定開始月の前々月の末日

・上記１(2)・(3)：居宅系サービス 加算算定開始月の前月15日

：施設系サービス 加算算定開始月の１日

４ 提出先

長野市役所 第二庁舎１階 高齢者活躍支援課（郵送、電子メール、電子申請システムによ

る提出も可）

５ 留意事項

・下記の通り提出先が異なりますのでご注意ください。

長野市：介護職員等処遇改善加算の計画書（別紙様式２－１及び別紙様式２－２）

長野県：補助金の計画書（詳細は別添の長野県通知参照）

（別紙様式２－３～５、様式第１号（申請書）及び様式第６号（請求書））

・令和６年度分の賃金改善を令和７年度分として計上するなど、年度間の重複計上は認められ

ませんので、賃金改善実施期間の設定にはご注意ください。

・複数の事業所をまとめて計画書を作成する場合及び法人等一括で作成する場合は、同一の計

画書を各指定権者が審査することとなります。各指定権者から計画書の修正の連絡があった

場合は、修正をした上で全ての指定権者へ差し替えを送付してください。

・計画書の記載内容の根拠となる資料等の提出は不要ですが、計画書のチェックリストを確認

（変更なしの場合でも毎年度必要事項の記載やチェックが必要になります。）するととも

に、資料等は介護サービス事業所で適切に保管し、求めがあった場合には速やかに提示して

ください。

６ 特別な事情に係る届出書について

事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準（加算による賃金改善分を除く。）を引き下げ

た上で賃金改善を行う場合、「特別な事情に係る届出書」（別紙様式５）を提出してください。

なお、令和６年度に「特別な事情に係る届出書」を提出した事業所にあっては、令和７年度も

継続して賃金水準を引き下げる場合、当該届出書を改めて提出する必要があります。

７ 各種通知・様式について

・上記１(1)

https://www.city.nagano.nagano.jp/n101000/contents/p002488.html

・上記１(2)・(3)

https://www.city.nagano.nagano.jp/n101000/contents/p002497.html

（問い合わせ先）

長野市保健福祉部高齢者活躍支援課

介護施設担当

TEL：026-224-5094 FAX：026-224-5126

E-mail：kourei@city.nagano.lg.jp

https://www.city.nagano.nagano.jp/n101000/contents/p002488.html
https://www.city.nagano.nagano.jp/n101000/contents/p002497.html
mailto:kourei@city.nagano.lg.jp


 

介 護 保 険 最 新 情 報 

 

 

 

 

V o l.１ ３ ６ ５  

令和７ 年３ 月 1 1 日 

厚 生 労 働 省 老 健 局  

認知症施策・ 地域介護推進課 

 

 貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう  

よろ し く お願いいたし ます。  

各都道府県介護保険主管部（ 局）   
各介護保険関係団体       御中 

← 厚生労働省 認知症施策・ 地域介護推進課 

         

今回の内容 

介護サービス事業者経営情報データ ベースシステムにおける初年度

報告の締切日の再周知及び「 介護サービス事業者経営情報の報告等

に関するＱ ＆Ａ （ Ｖ ｏ ｌ .４ ） 」 の発出について（ 事務連絡）  

 

計 3 枚（ 本紙を除く ）  

連絡先 

T E L  : 0 3 -5 2 5 3 -1 1 1 1 (内線 3 9 7 9 ) 

F A X  : 0 3 -3 5 0 3 -7 8 9 4  

別紙３



事 務 連 絡 

令和７ 年３ 月 11 日 

 

各都道府県介護保険主管部（ 局）   

各介護保険関係団体       御中 

 

 

厚生労働省老健局認知症施策・ 地域介護推進課 

 

介護サービ ス事業者経営情報データ ベースシステ ムにおける 初年度報告の締切日の再周知

及び「 介護サービス事業者経営情報の報告等に関するＱ ＆Ａ （ Ｖ ｏ ｌ . ４ ） 」 の発出について  

 

介護保険制度の運営につき まし ては、 平素よ り 種々ご尽力を いただき 、 厚く

御礼申し 上げます。  

 介護サービス事業者経営情報の報告等については、「 介護保険法第115条の44

の２ の規定に基づく 介護サービ ス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制

度に係る実施条の留意事項について」（ 令和６ 年８ 月２ 日付け老認発 0802 第１

号、 老高発 0802 第１ 号、 老老発 0802 第２ 号） にて、 制度を 実施する上での留

意事項や、 厚生労働省が介護サービ ス事業者経営情報データ ベースシ ステ ム

（ 以下「 本システム」 と いう 。） を提供するこ と を お示し し たと こ ろ です。  

本報告に関し ては、 令和６ 年度内に実施さ れるべき 報告（ 令和６ 年３ 月 31 日

から 同年 12 月 31 日までに会計年度が終了する報告） の報告期限が令和７ 年３

月 31 日と なっ ています。 各都道府県におかれまし ては、 引き 続き 、 管下の事業

所や関係団体等への周知のほど、 よろ し く お願いいたし ます。  

 

併せて、「 介護サービ ス事業者経営情報の報告等に関する Ｑ ＆Ａ （ Ｖ ｏ ｌ .

４ ）」 を 送付いたし ます。  

また、 本システムの入力に当たっ ては、 現在事業者の皆様よ り 大変多数のお

問い合わせを いただいていると こ ろ です。 よ く いただく お問合せへの回答につ

いては、 別添のＦ Ａ Ｑ 等にも 掲載さ せていただいている と こ ろ 、 各都道府県に

おかれまし ては、 事業者の皆様への回答に当たっ て参考にし ていただければと

思います。  

なお、 上記のＦ Ａ Ｑ 等については、 事業者から のお問い合わせを 踏まえて随

時更新のう え、 以下の厚生労働省ホームページに掲載し ており ますので、 管下

の事業所や関係団体を通じ た周知のほど、 よろ し く お願いいたし ます。  

ht t ps: //www. mhl w. go. j p/st f /t yousa-bunseki . ht ml  

https://www.mhlw.go.jp/stf/tyousa-bunseki.html


介護サービス事業者経営情報の報告に関するＱ ＆Ａ （ Ｖ ｏ ｌ ． ４ ）  

 

【 報告の単位】  

問１  同一拠点でＡ と Ｂ の２ つの事業所を 運営し ている が、 Ａ 事業所の利用者

数が多いため、 人員配置基準を 満たす範囲でＢ 事業所の職員がＡ 事業所に従

事し ている 。 こ のと き 、 Ａ 事業所では当該職員分の人件費等が発生し ていな

いと こ ろ 、 どのよう に報告すべき か。  

（ 答）  

○ お尋ねのケースについては、 Ａ 事業所と Ｂ 事業所を 合算し た拠点単位での

報告を お願いし ます。  

 

【 職種別人員数】  

問２  本制度における 報告対象のサービ スと 報告対象外のサービ スを 一体的に

運営し 、 同一職員が兼務・ 運営し ている 施設がある が、 報告対象の２ 事業所

だけでは常勤換算が１ 以上にはなら ず、 一方の事業所に寄せたと し ても 「 常

勤職員の常勤換算数」 が１ 以上になら ないが差し 支えないか。  

 （ 答）  

○ 常勤職員が報告対象外の事業と 兼務を 行っ ている 場合や、 同一職員が兼務

する 介護事業所の経営情報が別々に報告さ れる 場合には、 当該職員の常勤換

算数が１ 以上でなく と も 差し 支えあり ません。  

○ なお、 整数でない場合、 小数点以下第二位を 四捨五入の上、 入力く ださ い。  

 

問３  所定労働日数、 所定労働時間がない労働契約を 結んでいる 、 登録ヘルパ

ーの常勤換算はどのよう にすればよいか。  

 （ 答）  

○ 常勤換算の算出にあたっ ては、 施設及び事業所における通常の労働者の１

週間あたり の所定労働時間に４ を 乗じ たも のを 分母と し 、 当月の実労働時間

を分子と し て常勤換算数を算出く ださ い。  

○ なお、 算出結果が小数点以下第二位を 四捨五入後、 0. 1 に満たない場合に

おいては、 常勤換算数を 0. 1 と し て報告く ださ い。  

 

 

 

 

 

 

 

 



【 職種別給与】  

問４  ２ つの事業所があり 、 別の事業所へ異動になっ た常勤職員が現れた場合、

異動後の給料を 含めた１ 年間の給料を 入力する と いう こ と で差し 支えないか。  

 （ 答）  

○ 常勤換算数は、 会計年度が始まる 月に在籍し た職員の数で算出し ていただ

く こ と と し ていますが、 こ の算出対象と なっ ている 職員について、 当該会計

年度中に当該事業所に従事し ていた期間に支払っ た給料・ 賞与を 入力く ださ

い。  

○ 非常勤職員についても 、 同様の取扱いと なり ます。  

 

 



介護事業所の皆さ まへ
～介護事業所に対する 支援策に関する お知ら せ～

1

２

３

介護人材確保・職場環境改善等に向けて

さ まざまなツールをご活用く ださ い！
処遇改善等に関する支援

介護テクノロジー導入支援、継続活用支援

処遇改善等に 関
する 支援

介護テ ク ノ ロ ジ ー
導入支援

訪問介護等
事業所への支援

支援の詳細は厚労省HPをご参照く ださい

訪問介護等事業所への支援

介護人材確保・職場環境改善等事業

処遇改善加算を取得し、業務効率化や職場環境改善を図る事業所に
対して、人件費や職場環境改善経費（介護助手を募集するための
経費、研修費等）の補助をします。

処遇改善加算

処遇改善加算の要件の弾力化も行いました。
補助金の申請とあわせて処遇改善加算の申請も行いましょう。

介護テクノ ロジー導入・協働化等支援事業

本補助金を活用することにより、テクノロジー導入に係る初期費用の
負担の軽減が可能となります。

生産性向上推進体制加算（施設系サービ スが対象）

本加算を算定することにより、テクノロジーの継続活用に伴う
ランニングコストの負担の軽減が可能となります。

訪問介護等サービス提供体制確保支援事業（訪問介護等事業所＊が対象）

訪問介護等事業所における人材確保に向けた体制構築や経営改善
のための経費を補助します。

＊訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護が対象

別紙４


